
印
鑑
登
録
手
数
料
の

見
直
し
に
つ
い
て

　

６
月
１
日
か
ら
、
印
鑑
登
録
に

係
る
手
数
料
を
原
則
無
料
（
印
鑑

登
録
証
の
紛
失
・
汚
損
等
に
よ
る

再
登
録
の
場
合
は
５
０
０
円
）
に

改
定
し
ま
す
。

　

な
お
、
印
鑑
登
録
済
み
で
マ
イ

ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
を
お
持
ち
の
方

は
、
印
鑑
登
録
証
が
無
く
て
も
、

コ
ン
ビ
ニ
エ
ン
ス
ス
ト
ア
等
で
印

鑑
登
録
証
明
書
を
取
得
で
き
ま

す
。

　

コ
ン
ビ
ニ
交
付
サ
ー
ビ
ス
の
ご

利
用
に
は
利
用
者
証
明
用
電
子
証

明
書
の
暗
証
番
号
（
数
字
４
桁
）

の
入
力
が
必
要
で
す
。

　

市
民
環
境
課

　

☎
０
７
３
８
・
２
３
・
５
５
０
０

　

FAX
０
７
３
８
・
２
４
・
３
２
５
５

個
人
向
け
太
陽
光
発
電
設
備

・
蓄
電
池
導
入
支
援
事
業

補
助
金
の
ご
案
内

　

市
で
は
、
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー

の
導
入
に
よ
る
脱
炭
素
化
を
図
る
た

め
、
太
陽
光
発
電
設
備
・
蓄
電
池
を

同
時
に
導
入
す
る
個
人
に
対
し
、
必

要
な
軽
費
の
一
部
を
補
助
し
ま
す
。

　

対
象
設
備
の
要
件
や
申
請
方
法

等
、
詳
し
く
は
、
次
の
二
次
元
コ
ー

ド
か
ら
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご
確
認

く
だ
さ
い
。

　

市
民
環
境
課

　

☎
０
７
３
８
・
２
３
・
５
５
０
６

　

FAX
０
７
３
８
・
２
４
・
３
２
５
５

災
害
時
生
活
用
水
協
力
井
戸

登
録
を
お
願
い
し
ま
す

　

市
で
は
、
災
害
時
に
水
道
が
機

能
し
な
く
な
っ
た
場
合
に
備
え

て
、
ト
イ
レ
や
洗
濯
等
に
使
用
で

き
る
生
活
用
水
を
無
償
で
提
供
し

て
い
た
だ
け
る
「
災
害
時
生
活
用

水
協
力
井
戸
」
の
登
録
を
お
願
い

し
て
い
ま
す
。

　

災
害
時
に
は
、
地
域
住
民
が
お

互
い
に
助
け
合
う
「
共
助
」
が
必

要
不
可
欠
で
す
。
ご
協
力
よ
ろ
し

く
お
願
い
し
ま
す
。

登
録
の
手
続
き

　

災
害
時
生
活
用
水
協
力
井
戸
登
録

申
出
書
に
必
要
事
項
を
記
入
し
て
危

機
管
理
課
ま
で
ご
提
出
く
だ
さ
い
。

　

登
録
要
件
等
、
詳
し
く
は
、
次

の
二
次
元
コ
ー
ド
か
ら
市
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
を
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

・
　

危
機
管
理
課

　

☎
０
７
３
８
・
２
３
・
５
５
２
８

　

FAX
０
７
３
８
・
５
２
・
７
０
３
６

災
害
時
生
活
用
水
協
力
井
戸

支
援
事
業
補
助
金
の
ご
案
内

　

市
で
は
、
災
害
時
生
活
用
水
協

力
井
戸
へ
登
録
し
て
い
る
井
戸
に

対
し
、
手
押
し
ポ
ン
プ
設
置
の
補

助
金
事
業
を
実
施
し
て
い
ま
す
。

　

停
電
時
に
は
、
電
動
ポ
ン
プ
を

設
置
し
て
い
る
井
戸
は
井
戸
水
の

く
み
上
げ
が
で
き
な
い
恐
れ
が
あ

り
ま
す
が
、
手
押
し
ポ
ン
プ
は
停

電
時
で
も
使
用
で
き
る
た
め
、
も

し
も
の
備
え
と
し
て
非
常
に
有
効

で
す
。

　

「
御
坊
市
災
害
時
生
活
用
水

協
力
井
戸
」
に
登
録
し
て
い
る

井
戸
の
所
有
者
（
別
途
申
請
が

必
要
）

補
助
金
額

　

井
戸
に
設
置
す
る
「
手
押
し
ポ

ン
プ
」
の
購
入
費
用
・
工
事
費
の

う
ち
、
井
戸
一
か
所
に
つ
き
、

10
万
円
（
上
限
）

※
新
規
で
井
戸
本
体
を
設
置
さ
れ

る
場
合
は
、
事
前
に
危
機
管
理

課
ま
で
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

申
請
期
限

　

令
和
９
年
２
月
26
日
（
金
）
ま
で

　

手
押
し
ポ
ン
プ
の
設
置
は
令
和

９
年
３
月
31
日
（
水
）
ま
で
に
完

了
し
て
く
だ
さ
い
。

※
申
請
前
に
工
事
着
手
さ
れ
た
場

合
は
、
補
助
対
象
と
な
り
ま
せ

ん
。

　

詳
し
く
は
、
次
の
二
次
元
コ
ー

ド
か
ら
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご
確

認
く
だ
さ
い
。

・
　

危
機
管
理
課

　

☎
０
７
３
８
・
２
３
・
５
５
２
８

　

FAX
０
７
３
８
・
５
２
・
７
０
３
６
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　急病でどうしても受診が必要
な方が対象です。診療にあたる
スタッフも限られており、薬も
必要最小限しか処方できませ
ん。軽微な症状の場合は、本来
の診療時間内にかかりつけ医で
受診してください。
　受診する場合は電話等で事前
にご相談ください。

　場所　ひだか病院
　電話　0738-22-1111

♦日曜・祝日の救急診療
　※年末年始（12月31日～１月３日）含む
　時間
　10：00～12：00
　13：00～16：00
　診療科目
　�　当日の診療医師により専門
診療科目は異なります。

　担当医師
　�　日高医師会所属の医師が輪
番で対応します。必要に応じ
て、ひだか病院の医師に引き
継ぎます。

♦土曜日の小児救急診療
　※ただし、土曜日が祝日の場合は除く
　時間
　15：00～20：00
　（受付19：30まで）
　診療科目
　小児科
　担当医師
　�　開業小児科専門医、北出病
院勤務小児科医、ひだか病院
勤務小児科医の輪番で対応し
ます。

休日の急患診療のお知らせ

病－診連携休日
急患診療室

※�詳しくは、市ホー
ムページをご確認
ください。

問　問い合わせ　　申　申し込み　　時　日時　　締　締め切り 場　場所　　対　対象　　料　料金・費用　　内　内容　　定　定員

ステーションステーション


